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令和８年度 独立行政法人農林水産消費安全技術センター調達等合理化計画 

 
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25 日付け総務大臣決定）

に基づき、独立行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「ＦＡＭＩＣ」という。）は、事務・事業の特

性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自立的かつ継続的に調達等の合理化

に取り組むため、令和８年度独立行政法人農林水産消費安全技術センター調達等合理化計画を以下のとおり

定める。 

 

１．調達の現状と要因の分析 

（１）ＦＡＭＩＣにおける令和７年度の契約状況は、表１のようになっており、契約件数は93件、契約金

額は1,066,134千円である。競争性のある契約は69件（74.2％）、926,193千円（86.9％）、競争性の

ない随意契約は24件（25.8％）、139,941千円（13.1％）となっており、前年度と比較して、全体（合

計）では件数で９件（110.7%）、金額で523,992千円（196.7％）の増となった。 

これを競争性の有無で比較すると、競争性のある契約では、前年度と比較して件数５件（107.8％）、

金額で514,764千円（225.1％）の増となっているが、名古屋センター新庁舎改修工事やシステムの更

改等が主な増額の要因である。 

また、競争性のない随意契約は、前年度と比較して件数４件（120.0％）、金額で9,228千円（107.1％）

の増となっているが、名古屋センター新庁舎改修工事における監理業務や分析機器の点検及び修理業

務が主な増額の要因である。 

これらは、ＦＡＭＩＣに設置した調達等合理化検討会の審議や外部有識者等により構成する契約監

視委員会の点検及びフォローアップを受け、公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達が確認されて

いる。 

 

表１ 令和７年度ＦＡＭＩＣの調達全体像 

（単位：件、千円） 

 令和６年度 令和７年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札 
( 71.4% ) ( 74.9% ) ( 69.9% ) ( 86.3% ) ( 108.3% ) ( 227.0% ) 

60   405,538   65  920,432 5   514,894  

企画競争・公募 
(  4.8% ) (  1.1% ) (  4.3% ) (  0.5% ) (  100%  ) (  97.8% ) 

4   5,891   4 5,761 0   △130  

競争性のある契約 

（小 計） 

( 76.2% ) ( 76.0% ) ( 74.2% ) ( 86.9% ) ( 107.8% ) ( 225.1% ) 

64   411,429   69 926,193 5   514,764  

競争性のない随意

契約 

( 23.8% ) ( 24.1% ) ( 25.8% ) ( 13.1% ) ( 120.0% ) ( 107.1% ) 

20   130,713   24 139,941  4   9,228  

合    計 
(  100%  ) (  100%  ) (  100%  ) (  100%  ) ( 110.7% ) ( 196.7% ) 

84   542,142   93 1,066,134  9   523,992  

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）比較増△減の(  )書きは、令和７年度の対令和６年度比率である 



（２）ＦＡＭＩＣにおける令和７年度の一者応札・応募の状況は、表２のとおりであり、１者以下の応

札・応募の状況は、契約件数が31件(44.9％)、契約金額は348,751千円(37.7％)であり、前年度と

の比較では件数３件（110.7％）、金額156,121千円（181.0％）の増となった。 

また、２者以上の応札・応募の状況は、件数が38件（55.1％）、金額が577,442千円（62.3％）

であり、前年度との比較では件数２件（105.6％）、金額358,643千円（263.9％）の増となった。 

なお、１者以下の応札・応募の全体に占める割合は前年度と比較して、件数は前年度43.8％、今

年度44.9％と増加、金額は前年度46.8％、今年度37.7％と減少となっている。 

 

 表２ 令和７年度ＦＡＭＩＣの一者応札・応募の状況 

（単位：件、千円） 

  令和６年度 令和７年度 比較増△減 

２者以上 
件数 36 ( 56.3% ) 38 ( 55.1% ) 2 ( 105.6% ) 

金額 218,799 ( 53.2% ) 577,442 ( 62.3% ) 358,643 ( 263.9% ) 

１者以下 
件数 28 ( 43.8% ) 31 ( 44.9% )   3 ( 110.7% ) 

金額 192,630 ( 46.8% ) 348,751 ( 37.7% ) 156,121  ( 181.0% ) 

合  計 
件数 64 (  100%  ) 69 (  100%  ) 5  ( 107.8% ) 

金額 411,429 (  100%  ) 926,193 (  100%  )   514,764 ( 225.1% ) 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）合計欄は、競争契約（一般競争、企画競争・公募）を行った計数である。 

（注３）比較増△減の（   ）書きは、令和７年度の対令和６年度比率である。 

 

２．重点的に取り組む分野 

下記の事項について取組を行い、調達の改善、事務処理の効率化に努めることとする。 

（１）調達における一者応札・応募について 

調達を行うにあたっては、一者応札・応募の削減に努める。 

やむを得ず一者応札・応募となった場合は、その要因等を十分検証する。 

（２）随意契約 

随意契約を行うにあたっては、事由について明確化し、公正性・透明性を確保しつつ、合理的な調

達を実施するものとする。 

（３）消耗品及び分析機器等の調達 

消耗品及び分析機器等の調達については、下記の取組を実施していくことにより、適正な調達を目

指す。 

① 調達にあたっては、履行期限を十分に確保するため、公告時期を早めるなどの調整を行う。 

② 仕様・規格が必要最低限、また、複数の者が応札可能となるよう調整を行う。 

③ 調達の一括化や共同調達を有効活用することにより競争性の確保に努める。 

④  調達の集約化を実施することにより競争性の確保に努める。 

⑤  積極的に競争参加者の発掘に努める。 

 

（留意事項）  

本計画の実施にあたっては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和41年法律第

97号）、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律100号）、国等による障害者就



労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成24年法律第50号）、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）等の諸施策との整合性にも留意する。 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底 

（１）発注・契約権限の明文化について 

ＦＡＭＩＣにおける物品等の調達については、契約事務取扱規程により契約責任者及び当該契約責

任者の事務の範囲を定めている。また、発注に係る事務フロー図を整備し、発注依頼者が直接業者へ

発注することのないよう周知しており、引き続き関係規程・フロー図に従いガバナンスを徹底する。 

（２）競争性を確保した入札の実施による業者の選定について 

特定の仕様により納入業者が限定されることのないよう、引き続き仕様書の精査をし、複数の者が

応札できるよう努める。 

（３）随意契約について 

競争性のない随意契約を締結することとなる場合は、緊急の場合等やむを得ないと認められる場合

を除き、事前に調達等合理化検討会において、会計規程や契約事務取扱規程などにおける「随意契約

によることができる事由」との整合性や、より競争性のある調達手続の実施の可否の観点から点検を

受ける。 

（４）検収について 

検収については、既に検査職員のほか、検査補助員又は発注者以外の原課職員による確認を行って

おり、引き続き当該取組みを推進する。 

（５）不祥事の発生の未然防止等について 

不祥事の発生を未然に防止する等のため、職員に対しメール等により、調達等合理化計画の説明や

調達に係る契約から検収業務に至る適正な手続き、契約規程・検査マニュアル等について周知徹底に

取り組む。 

 

４．自己評価の実施 

調達等合理化計画の自己評価については、各事業年度に係る事務の実績等に関する評価の一環として、

年度終了後に実施し、自己評価を主務大臣に報告し、主務大臣の評価を受ける。 

主務大臣による評価結果を踏まえ、その後の調達等合理化計画の改定・策定等に反映させる。 

 

５．推進体制 

（１）推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、総合調整担当理事を総括責任者とする調達等合理化

検討会により調達等合理化に取り組む。 

総括責任者 総合調整担当理事 

副総括責任者 総務部長 

メンバー 企画調整課長、総務課長、会計課長、管財課長 

（２）契約監視委員会の活用 

監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会は、当計画の策定及び自己評価の際の点検を

行う。また、契約監視委員会設置運営要領第３条第１号に規定する随意契約及び一者応札・応募とな

った契約に関する妥当性、改善方策等の点検の他委員会が必要と認める事項について事後点検を行い、

その審議概要を公表する。 

 



６．その他 

調達等合理化計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、調達等合理化計画の改

定を行うものとする。 


